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まえがき 

この JSA 規格は，水門などの開閉状況監視用の通信ネットワークを構成する機器で使用する伝送フォ

ーマット及びアプリケーションサーバなどのデータを処理する機器で使用する伝送フォーマットについ

て，一般社団法人建設電気技術協会が開発主体を務める JSA 規格開発グループで原案を作成し，JSA 規

格開発制度に基づく作成過程等の確認を経て，2022 年 12 月 20 日付で発行した JSA 規格である。 

この JSA 規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この JSA 規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があること

に注意を喚起する。一般財団法人日本規格協会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新

案権に関わる確認について，責任はもたない。 

この JSA 規格の情報を用いて利用者が行う一切の行為について，また，当該行為に起因して生じる一

切の損害について，一般財団法人日本規格協会は何ら責任をもたない。 

この JSA 規格は，発行の日から 3 年を経過する日までに見直しを行う。見直しの結果によって，改正

又は廃止することがある。また，この JSA 規格が将来，JIS 若しくは国際規格として発行された場合，又

はこれらの規格に取り込まれた場合には，この JSA 規格は廃止する。これらによるほか，この JSA 規格

は予告なしに改正又は廃止することがある。 
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序文 

我が国は，地震，台風などによる自然災害が多発し，毎年のように各地で被害が発生している。特に，

大規模な地震などによって引き起こされる津波に対しては，沿岸地域への甚大な被害が想定されている。 

河川及び海岸には，洪水，高潮などの災害を防止するため，水門，ひもん（樋門）及びりくこう，りっ

こう（陸閘）（以下，“水門など”という。）が整備されているが，水門などは，人の生活に密接な関わりを

もち，その種類も河川水門だけでなく農業用，港湾用及び漁港用の水門など多様であり，様々な施設管理

者によって管理及び運用されている。 

地震発生，台風接近などによって発生する津波，高潮，洪水などの災害から背後地を守るためには，堤

防などの開口部である水門などの保全施設は，迅速・確実かつ安全に閉鎖されなければならない。また，

それらの操作は，主に現地で人が現場操作員として行い，開閉状況の把握は操作員から各管理者への報告

で行われている。しかしながら，施設管理者などによって管理される水門などの数，整備状況，立地条件

などはそれぞれ異なり，また限られた時間内に全ての水門などに現場操作員が出向いて閉操作することが

困難な場合，現場操作員の安全が脅かされる場合などが考えられる。背後地の住民などの安全の確保など

の観点から，迅速で確実な閉鎖が求められるものではあるが，他方では，東日本大震災において水門閉鎖

に関係した消防団員（現場操作員）が殉職された事実などを踏まえ，現場操作員の安全の確保を最優先す

る必要がある。 

洪水，津波，高潮などに対しては，水門などが確実に操作され，アリ（蟻）の一穴を作らないことが何

よりも重要である。また，もしも操作が行われていない施設があれば，その情報が各施設管理者だけでな

く，避難指示などを行う自治体，防災活動を行う水防団などが，各施設管理者の枠を超えて，通信インフ

ラが途絶された場合でも確実かつ一元的に把握できることが必要であるが，これまで施設管理者が個々に

運用している水門などの状況を関係者間で共有するシステム開発は行われていない。そのため，地域の施

設管理者が異なる水門などの開閉情報を一元監視し，大規模停電などの電源喪失時にも必要に応じて遠隔

操作を可能とする“危機管理型水門管理システム”の社会実装に向けて，関係省庁の協力の下で，システ

ム構築及び運用についての対応策が検討されている。 

“危機管理型水門管理システム”によって水門などを一元監視するためには，管理者が用いるシステム

において共通の通信データフォーマットを用いることが望ましい。また，大規模停電時の電源喪失に備え

るためにはバッテリーなどによる通信が可能な低電力通信（LPWA）が有効である。そのため，LPWA の限

られた通信量で情報伝達を可能とする統一伝送フォーマットによる標準化規格の検討を行い“水門などの

開閉状況の一元監視システム用伝送フォーマット（仮称）”を策定した。 




